
Ⅰ 平成２０年度街路事業関係予算概算要求のポイント

１．総合的な都市交通の戦略に基づく施策の推進

（１）都市・地域総合交通戦略の推進

都市・地域における安全で円滑な交通を確保し、魅力ある将来像を実現するた
め、都市・地域総合交通戦略の策定とそれに基づく徒歩、自転車、自動車、公共
交通などのモード間連携や交通結節点の整備などの施策を総合的・重点的に支援
します。

①都市・地域総合交通戦略の策定に対する支援
地方公共団体が中心となり道路管理者、警察、公共交通事業者、地元団体な

どの関係者で構成する協議会等において総合的な交通のあり方や必要なハード
・ソフトの施策及びそれらの実施プログラム等を内容とする都市・地域総合交
通戦略を策定することを支援します。

◇ ◇総合的な都市交通の戦略に基づく施策の推進のイメージ

・都市圏の安全で円滑な

交通の実現

・中心市街地活性化

・安全で安心なまちづくり

〔戦略の目的例〕

・基幹的な公共交通機関を軸としたまちづくり

・まちなかへのアクセス改善と魅力的な歩行者空間の創出

・歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり 等

〔施策の例〕

都市・地域が目指す総合的な交通の姿を実現

戦略の実施

○関係者が、戦略の実行を担保し実践
○戦略に基づく施策を目標期間内に実施

○協議会等において関係者が一丸となった戦略を策定

○都市・地域が目指す姿を実現するため、総合的な交通のあり
方、必要となる施策、実施プログラムなどについて検討
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交通結節点改善、駐車場整備、交差点改良等

○ソフト施策
→徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担のためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
→バス路線再編による利便性確保と効率的運営
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②都市・地域総合交通戦略に基づく事業に対する支援
戦略に位置付けられた歩行者・自転車のための空間や公共交通、交通結節点

など都市交通システム全体に対して、都市交通システム整備事業、総合交通戦
略推進事業、ＬＲＴ総合整備事業等により、総合的かつ重点的な支援を実施し
ます。

◇ ◇総合的な交通連携の施策・事業の展開イメージ

○都市交通システム整備事業の拡充
・総合的な都市交通の戦略や法律に基づく明確な政策目的を持った計画に基

づいて実施される徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連
携が図られた、自由通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通など
からなる都市の交通システムの整備に対して支援

・総合的な都市交通の戦略を更に推進するために、都市交通システム整備事
業を拡充し、次頁の取組に関する補助制度を追加

徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担が図られ、
交通円滑化、利便性向上、モビリティの確保を実現

徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担が図られ、
交通円滑化、利便性向上、モビリティの確保を実現



［戦略的なモビリティ・マネジメント]
ＬＲＴ・バス等公共交通の導入整備、歩行者・自転車の環境整備、交通結

節点整備など、戦略に位置付けられた事業と一体となって、自家用車利用か
ら徒歩・自転車、公共交通機関の利用へと交通行動を転換させ、転換した行
動を後戻りさせない取組を総合的に支援するため、交通行動の転換に資する

新規施設等を補助対象に追加

◇官民協働による戦略的なモビリティ・マネジメントのイメージ◇

[効率的な都市内物流システムの構築]
非効率な集配や都市内における荷捌きスペースの不足により生じる問題を

解消するために、民間事業者を含めた総合的な都市交通の戦略等に基づく、
集配拠点、荷捌き駐車施設、搬送路等からなる都市内物流システムの構築に

新規必要となる施設を補助対象に追加

◇効率的な都市内物流システムの整備のイメージ◇
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積載率の低い貨物車の輻輳による
道路混雑、荷さばきスペース不足に拍車

集配拠点での積替え、共同集配の導入による
道路混雑、荷さばきスペース不足の解消



（２）地球環境の保全等に資する都市交通システム等の整備

地球環境の保全や歴史・文化を活かしたまちづくりを推進するためには、徒歩
・自転車による快適な移動環境を確保するとともに、自動車、公共交通を含めた
適正な分担による円滑な交通体系の構築が必要なことから、民間事業者を含めて、
総合的な都市交通の戦略等に基づく都市の交通システムの整備等を支援します。
また、交通結節点等において道路緑化を推進します。

①地球環境等への保全への対応
京都議定書におけるCO 排出量の削減目標を達成するために、公民協働によ2

る省CO 型のまちづくりの推進が必要不可欠です。そこで、各種補助制度を拡2

充し、民間事業者も含めた環境負荷の軽減を目的とした整備・取組に対して支
援します。

○先導型都市環境形成総合支援事業（仮称）の創設
公民が一体となった包括的な都市環境対策を強力に支援するため、先導的都

市環境形成総合支援事業（仮称）を創設
この一環として、エコまちネットワーク整備事業、都市交通システム整備事

業を以下のように拡充

◇先導型都市環境形成総合支援事業（仮称）のイメージ◇

○エコまちネットワーク整備事業の拡充
・民間の取組に対する支援を含め、地区要件の緩和、補助対象施設の拡充（熱

導管の整備、熱供給プラントの整備・更新、建物側エネルギー受入施設の整
新規備）の特例を措置

○都市交通システム整備事業の拡充
・CO 排出量削減を目的とした計画に基づき地方公共団体等と協定を締結した2

民間事業者への直接補助
・地区要件に先導型都市環境形成総合支援事業（仮称）対象区域を追加する特

新規例を措置



②歴史的環境の保全及び整備によるまちづくりの推進
歴史・文化を活かしたまちづくりに対する支援を強化するため、都市交通シ

ステム整備事業を拡充し、安全・快適な歩行者等の移動環境の確保に資する駐
車場等の交通システムの整備を推進します。

○歴史的環境保全整備計画（仮称）に基づく都市交通システム整備事業の拡充
・地区要件に国の認定を受けた歴史的環境保全整備計画（仮称）の区域を追加
・当該地区においては、民間事業者への直接補助
・補助対象に良好な歴史資産の保全に資する駐車場などの移設等を補助対象に

新規追加

◇歴史的環境の保全及び整備によるまちづくりのイメージ◇
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２．踏切対策のスピードアップ

「開かずの踏切」等の踏切は、交通渋滞や悲惨な踏切事故等の要因となっていることか
ら、その対策が急務となっています。

このため、平成１９年４月に公表した踏切交通実態総点検の結果を踏まえ、改正踏切道
改良促進法に基づき、対策を義務化する踏切を積極的に指定するとともに、歩道拡幅等の
「速効対策」と連続立体交差事業等の「抜本対策」の両輪により、重点的な踏切対策を推
進します。

［速効対策］
速効対策の対象踏切（約1,200箇所）について、５年間で全てを対策
○ 歩道拡幅等の速効対策を推進
○ 踏切遮断時間の短縮を図るための踏切システムの高度化を検討

［抜本対策］
抜本対策の対象踏切（約1,400箇所）について、除却ペースを２倍にスピードアップ
○ 無利子貸付制度や立替施行制度の活用や、市区が施行する連続立体交差事業におけ

新規る地方債充当率の引上げ等も図り、抜本対策を強力に推進

◇踏切対策イメージ図◇

単独立体交差事業

（抜本対策）

連続立体交差事業

（抜本対策）

踏切部の道路拡幅

（速効対策）

歩行者立体横断施設の

設置（速効対策）

賢い踏切の設置

（速効対策）

○開かずの踏切
：ピーク時間の遮断時間が40分／時以上の踏切
○自動車ボトルネック踏切
：一日の踏切自動車交通遮断量が５万以上の踏切
○歩行者ボトルネック踏切
：一日あたりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行

者等交通遮断量の和が５万以上かつ一日あたりの
踏切歩行者等交通遮断量が２万以上になる踏切

○歩道が狭隘な踏切
：前後の道路に比べ歩道が狭い、もしくは前後の

道路に歩道があるのに歩道がない踏切のうち、
・前後道路の車道幅員が５．５ｍ以上
・踏切の前後の歩道に比べ、歩道が１ｍ以上
狭い踏切

※踏切交通遮断量＝交通量×踏切遮断時間



３．駐車対策の推進

改正道路交通法の施行に伴い高まる駐車需要に対応するため、駐車場整備を図
るとともに、満空情報の提供等による既存駐車場の利用促進により、駐車対策を
一層推進します。特に短時間駐車を行う貨物車に対しては、関係者と連携した荷
捌きスペースの整備を推進するとともに、集配拠点等を含めた都市内物流システ
ムの整備に対する支援を拡充します。また、整備が遅れている自動二輪車の駐車
対策を実施します。さらに、交通結節点近傍の自転車駐車場の整備に対する支援
を拡充します。

○荷捌き駐車施設整備の推進
・街路事業により、関係者と連携した路上荷捌き駐車スペースの整備を推進

地元商店街、交通管理者等と連携した荷捌きスペースの整備例

(郡山駅庚 坦 原線(福島県郡山市))
こうたんばら

○都市内物流システムの整備に対する支援拡充
・都市交通システム整備事業に集配拠点、荷捌き駐車施設、搬送路等からなる

新規都市内物流システムの整備に対して支援を拡充

○自動二輪車駐車システム導入促進
・都市内の自動二輪車駐車対策のため、自動二輪車に対応した機械式駐車場の

構造、機械、設備の駐車システムの技術開発を民間と共同して実施

○駐車場案内システムの整備の推進
・駐車場の位置、満空状況等の情報を提供する駐車場案内システムの整備及び

高度化への支援

○自転車駐車場整備に対する支援拡充
・交通結節点改善事業に交通結節点近傍の道路区域外で行う自転車駐車場の整

新規備に対する支援（民間間接補助を含む）を拡充



４．安全で安心な市街地の形成に資する街路整備

地震時に大きな被害（特に大火）が生じる可能性の高い重点密集市街地につい
て、災害時の被害を軽減するため、防災環境軸の核となる都市計画道路整備に対
する重点的な支援等を実施します。また、地震防災対策の強化や早期実施、被災
地における早期復興を進めるため、都市防災総合推進事業（地区公共施設等整
備）を拡充します。

○重点密集市街地（全国約8,000ha）内の「防災環境軸」の核となる都市計画道
路の重点的支援
・「防災環境軸」の核となる都市計画道路のうち、防災上緊急に整備する路

線として、

① 完了期間 及び
② 防災機能概成期間（５年以内）

を宣言した路線（「完了期間宣言防災路線」）について、宣言どおりの整
備が達成されるよう重点的に支援
防災環境軸※

道路等の防災公共施設及び沿道建築物が一体となり、避難・延焼遮断機能を持つ都市の

骨格軸のこと

防災機能概成※

用地買収と沿道の建替が相当進み、防災環境軸が形成された場合に発揮する防災機能

(避難、延焼遮断)の相当程度の発現が期待できる状態のこと

○都市防災総合推進事業（地区公共施設等整備）の拡充
・地震防災対策を強化するため、ＤＩＤ地区を事業対象地域に追加するととも

に、地方公共団体と災害時協定等を締結した民間に対して支援を拡充
・地震対策の早期実施を推進するため、市町村が策定した「地震に強い都市づ

くり推進５箇年計画」に基づき実施される避難路・緊急輸送道路の整備等に
対して重点的に支援するとともに、沿道工作物の除却等への支援を拡充

・大規模な災害の被災地における復旧・復興に合わせて、地元住民の意見も十
分に反映して策定した「復興まちづくり事業計画」に基づき、まち全体の復
興のためのまちづくりに対して行われる地区公共施設の整備に支援するとと

新規ともに、まちの活性化につながる施設の高質化について支援を拡充

○対象地域
・大規模地震発生の可能性の高い地域
・三大都市圏の既成市街地
・政令市
・都道府県庁所在地
・重点密集市街地を含む市町村

○対象事業
・道路、公園、緑地、広場、
防災まちづくり拠点など
の地区公共施設の整備

・ＤＩＤ区域

・被災地追加

【地震対策の早期実施が必要な場合】※１
・沿道工作物の除去
【被災地における復旧・復興の場合】※２
・まちの活性化につながる施設の高質化

○補助対象者
・都道府県、市町村（特別区含む）、
防災街区整備推進機構（間接補助）

・民間（間接補助）追加

追加

※１ 地震に強い都市づくり推進５箇年計画（仮称）に基づく場合
※２ 復興まちづくり事業計画（仮称）に基づく場合

現行制度 拡充内容


